
Information

　
　

65
歳
に
な
る
と
、
介
護
保
険
の

第
1
号
被
保
険
者
と
な
り
、
介
護

保
険
料
を
直
接
お
住
ま
い
の
市
町

村
に
納
め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
　

介
護
保
険
料
は
65
歳
に
な
っ
た

日
（
誕
生
日
の
前
日
）か
ら
、
月
割

り
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

　
　
４
月
か
ら
６
月
生
ま
れ
の
方
に

は
７
月
に
、７
月
生
ま
れ
以
降
の
方

に
は
誕
生
月
の
翌
月（
た
だ
し
１
日

生
ま
れ
の
方
は
同
じ
月
）に
決
定

し
た
保
険
料
額
の
通
知
書
や
納
付

書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
納
め
忘

れ
の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
高
齢
者
介
護
課

　　

在
宅
で
高
齢
者
の
方
を
介
護
し

て
い
る
ご
家
族
を
支
援
し
ま
す
。

■
内
容　

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
券
支
給

（
黒
潮
温
泉
入
浴
料
助
成
・
家
事

支
援
サ
ー
ビ
ス
１
時
間
利
用
助
成
）

■
対
象

　　

市
内
在
住
で
、要
介
護
３
・
４
・
５

の
認
定
を
受
け
て
い
る
高
齢
者

を
、
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
市
内

在
住
の
家
族

■
手
続
き　

高
齢
者
介
護
課
窓
口

で
申
請
書
を
配
布
、
必
要
事
項
を

記
入
し
提
出
後
、ケ
ア
会
議
を
経

て
支
給
対
象
者
を
決
定

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
高
齢
者
介
護
課

　　

健
康
状
態
や
困
り
ご
と
等
を
お

伺
い
し
、香
南
市
に
報
告
し
ま
す
。

■
訪
問
対
象　

70
歳
以
上
の
高
齢

者
が
い
る
世
帯（
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
利
用
者
以
外
の
高
齢
者
）

■
対
象
地
域　

市
内
全
域

※
野
市
局
が
担
当
の
野
市
町
、
吉
川
町
の

高
齢
者
に
つ
い
て
は
、人
数
が
多
い
た
め
２

年
間
に
分
け
て
訪
問
し
ま
す

■
訪
問
時
期　

24
年
5
〜
7
月
、

9
〜
11
月
の
期
間
で
年
１
回

　
　

こ
の「
ゆ
う
郵
訪
問
事
業
」は
、

市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
高

齢
者
の
方
の
相
談
事
に
き
め
細
や

か
に
対
応
す
る
た
め
、郵
便
事
業
株

式
会
社
高
知
東
支
店
に
委
託
し
た

も
の
で
す
。平
成
21
年
度
か
ら
開
始

し
今
年
度
で
４
年
目
に
な
り
ま
す
。

　
　
こ
れ
ま
で
70
歳
以
上
の
一
人
暮

ら
し
高
齢
者
の
方
や
、
高
齢
者
の

方
だ
け
の
世
帯
の
み
に
訪
問
し
て

い
ま
し
た
が
、若
い
世
代
の
ご
家
族

と
一
緒
に
生
活
を
さ
れ
て
い
る
高

齢
者
も
日
中
は
一
人
に
な
る
こ
と

が
多
く
、
生
活
状
況
を
お
聞
き
し

困
り
ご
と
が
な
い
か
把
握
し
て
い

き
ま
す
。
災
害
時
の
要
援
護
者
の

支
援
に
も
情
報
を
活
用
し
て
い
き

ま
す
の
で
、ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
高
齢
者
介
護
課

　　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　　


57
ー
8
5
1
1

　
　

南
国
市
、
香
南
市
お
よ
び
香
美

市
が
協
力
し
て
、高
額
・
徴
収
が
困

難
な
事
案
を
専
門
的
に
取
り
扱
う

一
部
事
務
組
合
で
す
。
今
後
香
南

市
で
は
、
徴
収
困
難
事
案
を
選
定

し
、該
当
す
る
滞
納
者
に
対
し
て
５

月
下
旬
ま
で
に
債
権
移
管
事
前
予

告
通
知
書
を
送
付
し
た
う
え
で
、

自
主
的
な
納
税
に
応
じ
な
い
滞
納

者
に
つ
い
て
は「
機
構
」へ
業
務
の

引
き
継
ぎ
を
行
い
ま
す
。

　
　
「
機
構
」で
は
、き
ち
ん
と
納
税

し
て
い
る
皆
さ
ま
の
立
場
に
立
ち
、

し
っ
か
り
徴
収
し
て
税
に
お
け
る

公
平
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、

移
管
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
徹
底
し

た
財
産
調
査
を
行
い
厳
格
な
滞
納

処
分
を
行
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

市
役
所
収
納
課

　　

香
南
市
で
は
24
年
度
か
ら
、地
球

温
暖
化
防
止
や
、
生
物
多
様
性
保

全
等
に
効
果
の
高
い
営
農
活
動
に

取
り
組
む
農
業
者
等
に
対
し
て
、

支
援
を
行
う
環
境
保
全
型
農
業
直

接
支
援
対
策
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

■
対
象　

次
の
要
件
①
〜
③
を
満

た
し
、
販
売
を
目
的
と
し
て
生
産

を
行
う
農
業
者（
法
人
を
含
む
）ま

た
は
共
同
販
売
経
理
を
行
う
集
落

営
農
組
織
、農
業
者
グ
ル
ー
プ

①
持
続
農
業
法
第
４
条
第
１
項
の
認

定（
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
認
定
）を
受
け

て
い
る
か
、対
策
の
加
入
申
請
ま
で

に
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
に
申
請
中
で
あ
る

※
特
例
あ
り

②
農
業
環
境
規
範
に
基
づ
く
点
検

を
行
っ
て
い
る
こ
と

③
農
業
振
興
地
域
内
の
農
地
で
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
る
こ
と

■
対
象
と
な
る
取
り
組
み　

次
の

地
球
温
暖
化
防
止
や
生
物
多
様

性
保
全
等
に
効
果
の
高
い
取
り
組

み【
１
】、【
２
】を
対
象
と
し
ま
す
。

【
１
】化
学
肥
料
お
よ
び
化
学
合
成

農
薬
の
使
用
を
、
地
域
の
慣
行
か

ら
５
割
以
上
低
減
す
る
取
り
組
み

と
、①
〜
④
の
組
み
合
わ
せ

①
カ
バ
ー
ク
ロ
ッ
プ　

②
リ
ビ
ン
グ

マ
ル
チ　

③
草
生
栽
培　

④
土
着
天

敵
の
温
存
利
用
技
術

【
２
】化
学
肥
料
お
よ
び
農
薬
を
使

用
し
な
い
有
機
農
業
の
取
り
組
み

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
交
付
金
額

　　

10
㌃
当
た
り
８
，０
０
０
円
以
内

■
受
付
期
間　
６
月
29
日（
金
）ま
で

■
問
い
合
わ
せ　

市
役
所
農
林
課

　
　

香
南
市
で
は
農
地
、
水
路
等
の

資
源
の
基
礎
的
な
保
全
管
理
活
動

と
生
物
多
様
性
保
全
、景
観
形
成

な
ど
の
農
村
環
境
の
保
全
の
た
め

の
活
動
に
対
し
、
対
象
と
な
る
農

地
面
積
に
応
じ
て
支
援
し
ま
す
。

■
支
援
の
対
象
と
な
る
組
織

①
活
動
組
織　

集
落
等
の
比
較
的

小
規
模
な
単
位
で
、
個
人
の
農
業

者
に
加
え
、
地
域
住
民
、自
治
会
、

関
係
団
体
な
ど
の
多
様
な
主
体
が

参
画
す
る
組
織

②
農
地
・
水
・
環
境
保
全
組
織　

旧

町
村
単
位
等
の
広
域
エ
リ
ア
に
お

い
て
、集
落
、土
地
改
良
区
、地
域
の

関
係
団
体
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
、

構
成
員
間
の
協
定
に
基
づ
く
組
織

※
個
人
で
は
な
く
、組
織
に
対
し
て
の
支
援

と
な
り
ま
す
。ま
た
、組
織
を
成
立
さ
せ
る

に
あ
た
り
、規
約
の
作
成
、総
会
の
開
催
等

が
必
要
に
な
り
ま
す

■
対
象
活
動

①
基
礎
活
動
／
協
定
に
位
置
づ
け

た
農
用
地
、
水
路
、た
め
池
、
農
道

等
の
施
設
の
点
検
や
草
刈
り
等
の

基
礎
的
な
保
全
活
動

②
農
村
環
境
保
全
活
動
／
生
物

多
様
性
保
全
、景
観
形
成
な
ど
の
農

村
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
の
活
動

※
支
援
を
う
け
る
に
は
①
と
②
の
両
方
を

実
施
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

■
交
付
単
価

　　
● 

田
…
４
，４
０
０
円
／
10
㌃

　　
● 

畑
…
２
，８
０
０
円
／
10
㌃

　　
● 

草
地
…　
４
０
０
円
／
10
㌃

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
間　
６
月
15
日（
金
）ま
で

■
問
い
合
わ
せ　

市
役
所
農
林
課

　
　

香
南
市
で
は
、
高
齢
化
や
後
継

者
不
足
、
耕
作
放
棄
地
の
増
加
な

ど
の「
人
と
農
地
の
問
題
」の
解
決

に
向
け
、「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」を
策

定
中
で
す
。５
月
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
お

願
い
し
ま
す
。

　　

プ
ラ
ン
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
り

次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

▼
青
年
就
農
給
付
金（
経
営
開
始
型
）

▼
農
地
集
積
協
力
金
（
地
域
の
中

心
と
な
る
個
人
、
法
人
等
に
農
地

を
提
供
す
る
方
）

▼
ス
ー
パ
ー
L
資
金
の
当
初
５
年

間
無
利
子
化（
認
定
農
業
者
）

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

市
役
所
農
林
課

広
報
の
表
紙
の
写
真
が
も
っ
と
香
南
市
ら
し
さ
を
出
せ
る
よ
う
な（
人
ば
か
り
で
な
く
季
節
感
や
景
色
な
ど
）も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。中
の
ペ
ー
ジ
に
は
人
が
多
い
の
で
…
。

広

報

へ

の

ご

意

見

広告

今
年
度
65
歳
に
な
る
方
へ

家
族
介
護
者
交
流
等
事
業

S
高齢者高齢者

senior citizen

　

郵
便
配
達
の
外
務
員
が

　

高
齢
者
の
お
宅
を
訪
問
し
ま
す

A
農 業

agriculture

農 業

農
地
・
水
保
全
管
理
支
払
交
付
金

　
　

人
と
農
地
の
問
題
に
つ
い
て

　
　

ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

　
　
　
　

環
境
保
全
型
農
業

　
　
　
　

直
接
支
援
対
策
事
業

T
税 金

T  a  x

税 金

　
「
南
国
・
香
南
・
香
美
租
税
債
権

　
管
理
機
構
」
を
設
立
し
ま
し
た

～問い合わせ～ 香南市地域包括支援センター ５７ー８５１１

■成年後見制度とは／認知症や知的障害・精神障害等で判断能力の不十

分な方が、財産管理や日常生活での契約などで不利益や悪徳商法の被害

者になるなどのことがないよう、適切な後見人（代理人）等を選び、本人を法

的に保護し、権利と財産を守り支援する制度です。

などのご相談の場合、家族などが家庭裁判所に成年後見等

開始の申し立てを行った後、家庭裁判所から選任された成

年後見人等が、本人の不利益にならぬよう家庭裁判所の指

導のもと、支援していきます。

登録証の

再発行

３，５００円

※本来「登録のない銃砲刀」は所持してはいけないので、相続
　などで所持した時は、警察署または高知県文化財課へ相談
　して登録してください

登録証があった
記憶がある場合

登録証が
ある場合

登録証して
いない場合

審査会へ現物を

持参し、現物の

計測等をして県

が照会をかける

県へ所有者

の「変更届」

を提出

①警察へ
「発見届」を提出

②銃砲刀登録審
査会で登録する
登録代（新規）６，３００円

登録履歴
がない

登録履歴
がある

“家に鉄砲や刀はありませんか？”

上記の手順

で登録する

　銃砲刀登録審査会

● 日時／毎月第２火曜日 １３：３０～１６：００（１５：３０受付終了）
● 場所／高知県庁西庁舎　３階会議室
● 問い合わせ／高知県教育委員会文化財課　０８８‐８２１‐４７６１

● 判断能力が低下しており、使うはずもない高額な健康
　器具や不必要な住宅の改造などでも契約してしまう。
● 母親の年金を勝手に使ってしまう親族に困っている。
● 寝たきりの親の面倒を見て財産管理をして
　きたが、他の親族から疑われている。

た と え ば …

成年
後見
制

成年
後見
制度
？

って
な～
に？

って
な～
に成年

後見
制

成年
後見
制度

成年
後見
制度

　　香南市では司法書士による無料相談を行っていま

す。日常生活の中で、自分自身や親族の財産・金銭の

管理、契約などの法律行為等に不安や悩みを抱えて

いる方は、司法書士による「成年後見」の相談窓口へ。

　日時  毎月第３木曜日　１３：３０～１５：３０

※予約制のため、事前に電話でお問い合わせください

　　急ぎや上記の日時に都合が悪い場合は、上記

の日時以外でも対応できますので、お気軽に電話

でご相談ください。

司法書
士

司法書
士によ

るによる
司法書

士によ
る

歩
い
て
行
け
る
距
離
に
小
さ
い
子
ど
も
で
も
遊
べ
る
公
園
が
な
い
の
で
、
宅
地
開
発
よ
り
も
公
園
を
作
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

13２０１２.５ 12 ２０１２.５


